
神戸市しあわせの村 リニューアルに向けた条件整理等業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 案件名称 

神戸市しあわせの村 リニューアルに向けた条件整理等業務 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）業務内容 

別紙仕様書のとおり 

（２）事業規模（契約上限額） 

金 30,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

（３）契約期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月 31 日 

（４）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、

本市は、契約金額以外の費用を負担しない。 

※本事業に係る令和８年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、契約を締結しない

場合がある。 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、

仕様書及び企画提案書に基づき決定する。このとき、本市は必要に応じて企画提案され

た内容に対し、提案内容の趣旨を逸脱しない範囲で修正を求めることができるものと

する。なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合

は、契約締結をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙「頭書」及び「委託契約約款」のとおり 

（４）契約保証金に関する事項  

契約保証金の額は、神戸市契約規則第 24条第１項の規定により契約金額の 100 分の

3 以上の額とする。ただし、神戸市債又は国債の提供をもって契約保証金に代えるこ

とができる。また、履行保証保険契約の締結を行った場合、その他、規則第 25 条の

規定に該当する場合は、契約保証金の納付は免除する。 

（５）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件すべてを満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく

更生手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定

に基づく再生計画認可の決定されているものを除く。）でないこと。 



（３）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名

停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（４）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けて

いないこと。 

（５）暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合を含む）していない

こと等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第 5条」に該当しない

こと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないものであること。 

（７）共同企業体による応募の場合は、代表者及び構成員が上記(1)～(6)を全て満たすこ

と。また、本市との連絡調整は代表者が行い、委託契約に係る事務処理についても代

表者の名義で行うこと。 

 

５ スケジュール 

（１） 公募開始 令和 8 年２月 27 日（金） 

（２） 参加申請書及び質問書の提出締切 令和 8 年３月 13 日（金） 

（３） 質問に対する回答 令和 8 年３月 17 日（火） 

（４） 企画提案書の提出期限 令和 8 年３月 24 日（火） 

（５） 選定委員会 令和 8 年３月下旬予定 

（６） 委託予定事業者の決定 令和 8 年３月末予定 

（７） 契約締結 令和 8 年４月中旬予定 

 

６ 参加申請の手続き 

（１）参加申請書及び質問書の提出 

 ①提出期限 

  令和８年３月 13日（金）17時 30 分（必着） 

 ②提出書類 

A．参加申請書兼質問書（様式第１号） 

B．会社概要資料（事業内容など） 

C．法人登記簿謄本又は登記事項全部証明書【写し可】 

D．納税証明書（国税）及び、納税証明書又は滞納がないことの証明（市税）【写し可】 

E．神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に係る誓約書（様式第２号） 

※C、Dは提出日時点で発行日より３カ月以内のもの 

※令和６・７年度神戸市競争入札参加資格を有する場合は、C、Dの提出は不要 

（２）提出方法 

  E メール 

（３）提出先 

 「10 問い合わせ先及び必要書類の提出先」を参照 

（４）質問の受付・回答 

 ①質問事項がある場合は、参加申請書兼質問書（様式第１号）に記載して提出すること。 

②応募者間の公平を確保するために、本市が必要と認めた質問事項については、令和８年

３月 17 日（火）までに E メールにより回答する。なお、事実関係の確認など回答す

ることで他の応募者が不利にならない事項についてはこの限りではない。 

 

７ 企画提案書の提出 

 次により企画提案書を提出すること。 



（１）提出期限 

令和 8 年３月 24 日（火）17時 30 分（必着） 

（２）提出方法 

E メール 

（３）提出書類 

①見積書（任意様式） 

仕様書記載の各業務にかかる費用の積算根拠を記載すること。 

②企画提案書（任意様式） 

Ａ４版とし、表紙・目次を除き 10 ページ以内とすること。 

仕様書に記載の業務内容に対する提案を行うこと。予算内であれば追加提案も可能と

する。提案にあたっては、以下 A～Dについて、ページを区切ってまとめること。 

A．全体計画 

基本的な考え方・実施コンセプト、セールスポイント、業務工程表 

 B．事業手法等の検討 

実施方針、調査内容、検討の進め方、村の魅力を高める方策（案） 

※村の魅力を高める方策（案）については提案力を確認するものである。 

C．しあわせの村に新たに付加すべきコンセプトと機能の検討 

  実施方針、調査内容、検討の進め方 

D．公募資料作成に係る助言 

 実施方針、助言内容 

③業務実施体制表（任意様式） 

 本業務を実施するにあたっての人員等の体制について記入すること。 

④類似業務の実績調書（任意様式） 

 実施期間、業務内容等の実績を記載すること。 

 

８ 選定に関する事項 

（１）審査基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

企画提

案内容 

A． 

全体 

計画 

業務理解度 

・しあわせの村の現況や業務の目的を十

分に把握・理解した内容であり、提案の

方向性は的確か。 

15 

実施手順 
・業務スケジュールを明確にし、計画的な

業務工程となっているか。 
5 

B．事業手法等の検討 

・提案は具体的で説得力があり、高い効果

が見込め、かつ実現可能性が高いか。 

・提案の着眼点が優れているか。 

25 

C．しあわせの村に新た

に付加すべきコンセプ

トと機能の検討 

10 

D．公募資料作成に係る

助言 
5 

実施体

制 

・当該業務を適切かつ確実に履行できる体制となっているか。 

・実務経験のある人員が配置されているか。 
10 

類似業

務実績 
・類似業務実績が豊富であり、高い専門性を持っているか。 10 

地元企

業に対

a.地元企業（応募者の本社所在地が神戸市内）10 点 

b.準地元企業 
10 



する加

点 

（本社が市内にないが、支店等が市内にある）５点 

※共同事業体で参加する場合は、構成員となる事業者すべてに対して判断し、

その平均点（小数点以下第１位は四捨五入）を加算する。 

（例）市内企業×市内企業  →（10 点＋10 点）／２＝10 点 

市内企業×準地元企業 →（10 点＋ ５点）／２＝ ８点 

準地元企業×市外企業 →（ ５点＋ ０点）／２＝ ３点 

見積金

額 
提案内容に対して見積金額は適切か 10 

 

（２）選定方法 

①事業者選定にあたっては、選定委員会において、提出された企画提案書等提出書類の内

容を、（１）審査基準により審査し、委託候補者を選定する。 

②提案内容について、提案事業者に対してヒアリングを行う場合がある。 

③参加者が１社の場合でも審査は実施する。参加者が複数ある場合は、審査による評価点

の総合計が最も高い者を契約の優先候補者とする。 

④審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、以下のとおり決定する。 

ⅰ. 「企画提案内容」の合計点数が最も高いもの 

ⅱ. ⅰが同点の場合は、「企画提案内容」のうち「業務理解度」の点数が最も高いもの 

ⅳ．ⅰ-ⅱがいずれも同点の場合は、くじ引きにより決定する 

⑤評価点の総合点が５割に満たない場合は、採用しないものとする。 

 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

すること 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

   

（４）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホーム

ページに掲載する。本市ホームページには、選定した事業者名と総得点、他の応募者の

総得点を掲示する。 

   

９ その他の注意事項  

ア 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、

法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、原則情報公開の対象となる。 

ウ すべての企画提案書は返却しない。 

エ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない

（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

オ 期限後の提出、差し替え等は認めない。また２通以上の企画提案書の提出は認めな

い。 

カ 委託契約の締結については、所定の「委託契約約款」に基づくものとする。 

キ 参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等か



らの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポー

ザル参加は無効とする。 

 

10 問い合わせ先及び必要書類の提出先 

  神戸市福祉局政策課 

  住 所｜〒650-8570 神戸市中央区加納町 6-5-1 

電 話｜078-322-5197 

E-mail｜fukushi_vill@city.kobe.lg.jp 


